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第７０回（平成３０年度第４回）さいたま市男女共同参画推進協議会会議録 

 

１ 日 時  平成３１年１月１８日（金）１５時００分～１７時１５分 

 

２ 会 場  さいたま市役所本庁舎別館 議会棟 第５委員会室 

 

３ 出席者   【委 員】田代会長、飯島委員、中邨委員、堀越委員、吉田委員、 

猪木委員、白石委員、田中委員、丸林委員、森田委員、 

鈴木委員、南委員、宮嶋委員、神田委員 

       【事務局】佐藤男女共同参画課長 

渡辺男女共同参画課副参事 

山口企画推進係長、小宮男女共同参画推進センター所長、 

沼田主任 

 

４ 欠席者 【委 員】 川口委員、若生委員、宇田委員、栗原委員、加藤委員 

             

５ 会議の詳細 

１ 開 会      

 

 

  定足数の確認 

 

 

 

 

  傍聴者の確認 

 

  資料の確認 

   

２ あいさつ 

 

 

 

 

 

 

15 時 00 分、第 70 回（平成 30 年度第 4 回）さいたま市

男女共同参画推進協議会を開会した。 

 

(事務局） 

本協議会委員総数 19 名のうち 13名の出席により、本協

議会規則第３条第２項に規定する「委員の過半数」を満た

していることを確認した。 

 

本会議の傍聴者はいないことを確認した。 

 

配布資料について不足がないか確認を行った。 

 

（田代会長） 

 お忙しい中、お集まりいただき感謝する。 

 ご存じのとおり、本日は、第４次さいたま市男女共同参

画のまちづくりプランを協議する最後の機会となる。この

中にも体系が書いてあり、また、今日の２つ目の議題であ

る「パートナーシップ宣誓制度」にもあるように、性の多

様性を巡る動きは、オリンピック憲章に基づき、今、日本
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３ 議題 

（１）協議事項 

①「第４次さいたま

市男女共同参画のま

ちづくりプラン（案）

について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体的に動いている方向にあるが、オリンピックが終わっ

た途端にそうではなくなるということもあり得る状況で

ある。渋谷区もそうであるが、ＬＧＢＴ等に関しては配慮

するが、その他、貧困等の人たちへの配慮は疎かにされて

いることもある。そのような中で、このさいたま市のまち

づくりプランが確かなもの、全ての市民のものになるよう

に、皆様のお力添えいただきたい。皆様のちょっとした気

づきがこのプランをより良くするものだと思うので、何か

気になったことがあれば是非とも発言していただきたい。 

 

（事務局） 

 これより議題に入る。本協議会規則第３条の規定によ

り、議長を田代会長にお願いしたい。 

 

（田代会長） 

 協議事項①「第４次さいたま市男女共同参画のまちづく

りプラン（案）について」事務局より説明をお願いしたい。 

 

（事務局） 

「第４次さいたま市男女共同参画のまちづくりプラン

（案）について」説明 

 

（田代会長） 

 第４次プランについて議論したいが、まず、それにあた

っての、資料１から資料４までに関して説明があったの

で、御質問や御意見があればお願いしたい。 

 

（田代会長） 

 よろしいか。それでは、第４次さいたま市男女共同参画

のまちづくりプラン（案）について皆様へ前もってお送り

していたので、御意見・お気づきの点があればよろしくお

願いする。 

 

（堀越委員） 

 一つは反省、一つは意見であるが、プラン本文 P.62「ひ

とり親家庭への支援」のところに「（養育費）」を入れてお
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けば良かったと反省をしている。仕事も大事であり、住居

も大事であり、子どもの教育等色々大事であるが、結局、

日本は養育費が確保できていないことが大きな問題であ

る。これは学生と話していて、ひとり親家庭で育った学生

が養育費の確保をしない理由として、国の統計等を見る

と、相手に会いたくないというのが結構多い。だが、子ど

もからしてみると、会いたくない相手でも、継続的に養育

費を確保してほしいと思う。子どもの権利からみると、そ

れはとても許しがたいことであり、大人社会が子どもに対

して責任を取っていないのではないかと思う。最近は明石

市が養育費確保の仕組みを作って始めたようだが、このプ

ランには書いていなかったなと思いだした。相談は一応、

「ひとり親家庭の生活安定と自立支援」という 102 番のと

ころに書いてはあるが、入ることなら言葉くらいは入れて

おきたいなと、それが一つ反省点としてある。 

 もう一つは、概要版の表紙を見て、第４次さいたま市男

女共同参画のまちづくりプランの表紙の絵に私はいない

と思った。高齢女性がいない。元気そうな若者・中高年が

４人おり、同じような方の絵があるので、できれば、高齢

女性などの絵も入った方がいいと思う。 

 

（田代会長） 

 まず、養育費の確保についてだが、すごく重要な課題で

あるので、相談のレベルでもいいが、言葉だけでも入れら

れたら入れたほうがいいと私も思うが皆様いかがか。ある

いは、文言を入れるということは事務局で可能か。 

 

（事務局） 

 今ここで可能かどうかということを事務局から申し上

げることは難しい。所管課と調整し、そういった動きがあ

るのかどうか、そういう相談を行っているのかどうかを確

認しつつ、記載が可能であれば修正する。また、もし、現

状、書くことができないということであれば、そのような

話を委員からいただいており、今後検討してほしいとお伝

えしたいと思う。 
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（田代会長） 

 プランであるため、現状がなくても記載するのはおかし

くないと思う。例えば、「サービスを提供するとともに、

養育費確保等も含めた生活安定のための相談を行います」

と入れればいいと思う。プランなので、やっていないから、

やれそうもないから書かないというのは違和感があるの

で、御検討いただきたい。 

 

（猪木委員） 

 私は弁護士会に所属しているが、さいたま市の方で、試

しの取組として、ひとり親家庭を対象とした無料の法律相

談という、今すでにやっているものがある。弁護士が区役

所に来て、区役所で相談を受けられる。 

 特に、８月に現況届を出す時期を狙って、集中してほぼ

毎日できるようにしている。それ以外の月は、そんなに集

中していなくてバラバラしている。自分が担当して作った

仕組みではないため詳しくないが、実際、私もその相談で

区役所に行って相談を受けているので、確認をお願いした

い。 

 

（事務局） 

 確認する。 

 

（堀越委員） 

 養育費のことについては国の方も進めていて、それぞれ

の自治体の相談の中に、養育費相談を入れるようにとか、

児童福祉法等民法の改正の中で、養育費確保が載ってはき

ている。国全体とすると、養育費相談支援センターがある

が、自治体ごとの窓口にもその相談を入れるようにという

話がきているはずなので、やっていると思う。私も会長が

言ったように、３行目の「サービスを提供するとともに、

養育費確保を含めて」等、一言入れればいいことかと思う。 

 

（田代会長） 

 表紙の絵についてだが、私も事前に見せていただいた時

に、男性が皆スーツを着ているのはどうにかならないか、
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高齢女性がいないか等言ったが、対応は可能なのか。 

 

（事務局） 

 今回は間に合わなかったが、会長から事前に御指摘いた

だいた点も踏まえて、色々な方がいるということで、多様

性を示す形にするよう修正を業者に依頼しているところ

である。実際の概要版については、外国人の方等、いろん

な属性の方を入れ、女性が全員スカートであることなどを

直させていただき、多様な方から構成されているというイ

メージのものを作っていく。 

 

（鈴木委員） 

 P.85「審議会等委員の市民公募の実施」という新規に取

り組む項目が入っているが、平成 28 年度はまだ調査をし

ていないということだが、調査していないのにも関わらず

20％以上と目標設定を掲げているが、何を根拠に 20％にし

ているのか。男女共同参画の年次報告書を見ると、179 の

委員会があり、44 の委員会で公募委員が入っているため、

割合は 24％である。総務課はどういう根拠で 20％と出し

ているのか、しっかり確認いただきたい。新規でやるなら

ば、なおさら 28 年度の調査をするなり、直近のデータを

調査したうえで、20％以上という指標を出していただきた

い。 

 

（事務局） 

 細かい目標設定の裏付けまでは現状確認していないた

め、今後、この数字がどこから出てきたかということは確

認させていただく。 

 

（田代会長） 

 プランとしての記載上で御提案はあるか。 

 

（鈴木委員） 

 全委員会が何個あって、その内公募委員可能な委員会が

何個あって、その割合ということで。 
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（田代会長） 

 では、しっかりと調査してほしいということか。 

 

（鈴木委員） 

 そのとおりである。しっかり調査した上で数値目標を設

定すべきではないか。 

 

（田代会長） 

 これは調べることが難しいのか。 

 

（鈴木委員） 

 男女共同参画の年次報告書を見たら数えられるので、す

ぐにできると思う。 

 

（事務局） 

 この未調査というのが 28 年度末の状態のため、もしか

したら 29 年度や今年度に何かしらのデータが整っている

かもしれないので、そのことも含めて総務課へ確認したい

と思う。 

 

（田代会長） 

 是非お願いしたい。市民公募を実施しているかいないか

は簡単にわかると思う。そうすると、目標値は本当に 20％

で良いのか。20％以上という市民公募の実施を女性の構成

員が 20％以上ということか。 

 

（事務局） 

 審議会には市民公募ができるものとできないものがあ

る。まず、そのできるものが何かをピックアップし、その

うち、市民公募が女性登用にもつながりやすいので、その

市民公募ができる審議会等のうち、市民公募が占める割合

を 20％に上げていくということである。単純に全審議会の

うちの市民公募ができる審議会数を 20％以上にするとい

うことではなく、市民公募ができる審議会のうち、市民公

募の占める割合を 20％ということである。審議会の目的等

にもよるが、市民公募の方ができるものと、学識や団体が
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入らないとできないものがあるので、単純にすぐできるも

のなのかというと、できないこともあるかもしれない。 

 

（田代会長） 

 今の話の確認であるが、これはもともと市民公募を行っ

た方が女性の登用も増える可能性があるから市民公募を

やってほしいということだったと思うが、そうすると、市

民公募として委員を登用可能な審議会等委員登用率とい

うことで、市民公募をやる審議会をまず増やさなければい

けない。さらに、その審議会の中の公募委員登用率という

のは、例えばここに 20 人いたら、そのうちの 20％を市民

公募で採る等そういう意味である。 

 

（鈴木委員） 

 指標項目を見ると、公募委員登用可能な審議会、例えば

全審議会が 200 個あるとすると、そのうち 100 個が可能な

ら、100 個のうちの登用率であるため、もう少しパーセン

テージを上げてもよいのではないか。 

 

（田代会長） 

 そうではなく、一つひとつの委員会のメンバーの中の

20％である。私も分かりにくかったため、今確認した。 

 

（鈴木委員） 

 承知した。では、未調査や 20％等はこのようにデータで

根拠を得てやっていただいた方が良いかと思う。 

 

（田代会長） 

 その調査は可能か。市民公募をやっている審議会等は挙

げられる。その委員の中で、何％が市民公募かというのは

手間がかかると思うが、やっていただきたい。 

 

（事務局） 

 総務課の方に現状を確認させていただく。計画上はこの

まま掲載させていただく可能性もあるが、根拠づけのとこ

ろは事務局で把握し、またお伝えする。 
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（中邨委員） 

 今の数値目標のところで２点気になったことがある。 

 まず一点目、数値目標の一覧では、P.83 にまとめてある

が、事業ごとだと、例えば P.39 に男女共同参画に関する

講座・講演会の開催がある。要は、一覧では、講座関係の

目標値 100％というのがいくつかある。これ満足度につい

て 100％と言ってしまっていいのかと思う。私も講座等で

満足度の調査をすることがあるが、このようなプランで

100％と書いていいかどうかが少し心配である。 

 もう一点、目標値の達成期限であるが、35 年度達成期限

で目標値が書いてあるものと、32 年等となっているものが

あるが、32 年等となっているものはなぜか。プランが 35

年度までのプランであるため、そのままで良いのか。 

 

（事務局） 

 まず、達成期限が平成 32 年等となっているところにつ

いては、市の総合振興計画の関係でそこまでになってい

る。市の計画との整合性を取っていかなければいけない部

分があるため、総合振興計画と合わせているところについ

ては 32 年度ということになる。もちろん、本プランは 35

年度までとなるため、32 年度までの総合振興計画が 33 年

度以降どうなるかというのが決定された段階で、毎年年次

報告で調査をしているので、その時にあわせて、この目標

値を 32 年度に設定されたものについては、残りの 35 年度

までの間をどうするかというのを所管に確認し、修正をか

けていきたいと思っている。 

 

（田代会長） 

 満足度についてはどうか。そもそも数値目標に馴染まな

いかもしれない。 

 

（堀越委員） 

 開催回数と間違えているのではないか。 

 

（田代会長） 

 男女共同参画課の目標なので、満足度を数値目標にする
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ということが、なんとなく馴染まない感じがするがいかが

か。常に 100％を目指すということで良いのではという気

もするが。 

 

（事務局） 

 こちらの男女共同参画推進センターで行っている講座

については、現状の数値が 98％とかなり高い満足率となっ

ており、さらに残りの２％をどう上げるかについて取り組

んでいきたいということで書かせていただいたところで

ある。開催数や出席率も一つの項目であるが、開催は開催

すれば終わりになってしまうため、男女共同参画の問題を

解決するためには、講座がどの程度理解されたか、講座に

出席された方の満足度が上がることにその趣旨があると

思い、このような高い目標を設定したところである。 

 

（田代会長） 

 他にいかがか。 

 

（吉田委員） 

 P.39 施策の方向１「社会制度・慣行の見直し」に向けた

意識の啓発の部分だが、この章と節は大事なものであると

いう意識を持って設定した章だと思う。現在固定されたと

ころのある性別に基づく役割分担を見直さなければなら

ないことがあるということを強調した章になっているの

で、この部分は、数としてももう少し増えてもいいのでは

ないかと思う。もちろん、第１章目標１のところでさらに

人権全体を含めた総合的な後のところでの男女共同参画

の政策分野に直接関係するような章立てとなっているの

で、この P.39 の申し上げている部分は、構造上、再掲に

ならざるを得ないかもしれない。再掲をもう少し増やして

しまったほうがいいのかもしれない。男女共同参画課に関

係する、特に、性別役割分担意識の変換に向けて重要であ

ると思われる項目については、もう少し増やしてもいいの

ではと感じた。 
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（田代会長） 

 重なっているのを整理する方向でということをここで

話し合った記憶がある。 

 

（事務局） 

 今年度の協議会で、今の第３次プランでは重なっている

部分が多く、年次報告を作成する際、所管が複写する作業

が多くなるので、なるべく再掲は減らした方が所管の負担

にならないのではないかというのが委員からあったと思

う。それを踏まえて今回の第４次プランでは、なるべく再

掲部分を減らせるものは減らし、重複しないような形の作

り込みをさせていただき、今の状況となっている。 

 

（田代会長） 

 目標がなくなったわけではない。だが、そのように問題

があると感じるところがあるならば、具体的に教えていた

だければ検討もできる。 

 

（吉田委員） 

 事業番号 3 や 19 については、少なくとも再掲してもよ

いのではないか。 

 

（田代会長） 

 Ⅱ－１－①に、ということであるか。事務局と検討する。 

 他にいかがか。 

 

（飯島委員） 

 ３点ある。先程中邨委員の発言で感じたことだが、満足

度は 100％を目指さなくて良いと思う。私の主観的な感想

だが、職場で研修等の事業に関わっていると、有用度や満

足度等いろいろな聞き方があると思うが、満足度は「あぁ

良かったこの講座」と思って満足度が高いものは、必ずし

も、男女共同参画の視点から言って質が良いものではな

い。一般市民だとなおさら、「面白かった」とかそのよう

なことで満足度が高くなってしまう。100％を目指すと、

質が高いものを目指すというよりも、万人受けするものを
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選ぶ方が、満足度が高くなる傾向にあると思うため、必ず

しも目指さなくて良いと思う。 

 ２点目は、前回の協議会で、女性管理職登用率について、

教育委員会の一般行政職だけ目標があって、教員について

は目標がないことを質問させていただき、結果として P.46

の市の職員の女性登用率を見ると、事業番号 49 番「女性

教職員の管理職への登用促進」に、女性教職員の管理職へ

の登用促進をしますと書いてあり、項目としてあることは

良いと思う一方、数値目標がないということは課題だと思

う。数値目標を立てるべきだと思う。一方で、私が質問し

たことに対する答えが資料１－１番号 13 にあるが、教職

員人事課に対して、一般行政職しか目標がないため、教職

員に対しても目標があるのが良いのではないかと質問し

たところ、「今後も性別を問わず優秀な人材の確保に努め

るため修正なし」と書いてある。これを見ると、まったく

問題がわかっていない。本当だったら、女性管理職を学校

現場で増やしていかなければいけないところを、性別に関

係なく優秀な人材を確保すると、まったく男女共同参画の

視点からすると、問題意識がゼロだと、こちらを見ると感

じられる。本当は、数値目標を立てた方が良いと思うが、

今回立てられないとするならば、教育委員会と横の連携を

強めていただき、必要なことだと思うので、学校教員の管

理職登用を進めていかなければいけないことの理解の表

明をお願いしたいと思う。 

 ３点目は、P.2「国際社会の動向」について、この文章

をどのような経緯で書かれたかわからないが、私として

は、ＳＤＧｓは欠かせないと思う。どういうものを載せれ

ば良いかは、もっと他にもあるかもしれないが、国際社会

の中で、日本も一生懸命に取り組んでいて、持続可能な社

会を作るためにも、ジェンダー平等が必須であって、それ

に対して、女性活躍推進とかも含めて取り組んでいるとい

うことを私だったら書くかなと思った。 

 

（田代会長） 

 まず、数値目標であるが、私の一委員としての案ではあ

るが、P.39 事業番号７の数値目標はやめてしまうという手



  

 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はあると思う。 

また、P.46 事業番号 49「女性教職員の管理職への登用

を促進します」というところの数値目標があるべきだとの

御意見だが、これは可能か。この場合は、教員だけである

のか、職員も入れるのか。 

 

（事務局） 

 教員だけである。教育委員会の一般行政職については、

人事課と一緒の管理である。それではない教員のことであ

る。数値目標の設定については、飯島委員からも言われて

おり、また、パブリック・コメントにもあったため、教育

委員会の方には意見が出ているとお伝えしており、今回ど

うしてもできないかという話もしたが、具体的に何％とい

うお示しはできないということであった。女性教員の管理

職については選考基準という定めがあり、それに基づき管

理職として教育に携わる資質があるかどうかを判断して

いるということで、女性に対してのポジティブ・アクショ

ンをということは今そこでは言及されていないというこ

とであった。 

 

（田中委員） 

 また少し意見が違うが、ＰＴＡの役員なので、教育委員

会のことを少しはわかるかと思う。実は、意外と皆さんが

思っている以上に女性の校長先生は多い。ＰＴＡも、会長

会は女性の数が圧倒的に少ないが、それに比べると、校長

先生や教頭先生の数は、私たち保護者が見た中で、すごく

差別があるという数ではないと思う。資質の問題と教育委

員会が言っているが、保護者の立場では、女性だからとい

う理由でできる方がしっかりなっていただきたいという

気持ちがある。それが多分、教育委員会の中では、現状、

数値が示せない理由ではないかと思う。ただ、女性の校長

先生は本当にきめ細やかで、他の男性の校長先生とは違う

観点を持っているので、もう少し、女性の校長先生・教頭

先生がいたらいいなという保護者としての気持ちはある

が、今の教育現場を見ていると、保護者もそのようなこと

をすごく望んでいるというわけでもないので、なかなかそ
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ういう数値が示せないのではないかと思う。 

 

（飯島委員） 

 女性の校長率は少ない。政令市としては出ていないと思

うが、都道府県別には調査で出ている。また、学校現場は

女性の教員率が高い。普通の民間企業に比べて、女性の占

める割合は高い。小学校は６割以上が女性の教員である

が、各都道府県では、小学校では 20％以上が校長である。

中学校になるとより少なく、女性校長率は７％弱である。

100 人いても７人しか女性の校長先生がいない。また、学

校の先生は、実は家庭の育児・介護にすごく関わっていて、

男性は学校の仕事だけをしているという状況があるので、

どうしてもブランクができてしまう。女性もブランクがあ

りながらも、コツコツと続けられる職だから先生になりた

いというのもあるので、その結果、教頭止まりで定年を迎

えてしまうということ等、様々な問題があり、意思決定の

トップである校長の率がすごく少ない。子どもにリーダー

シップを執る女性を見せるというロールモデルの意味で

もすごく大切なことだと思う。 

 

（田代会長） 

 私も大学の教育学部に在籍しており、管理職がどうなっ

ているか、どうやって管理職になるか等、色々な仕組みが

あると認識している。その段階で女性の方が、今の仕事と

家庭の両立とかを含めて、アプライしづらいことがあって

の結果なので、先程最初に飯島委員が言った、問題の本質

をわかっていないのではないかということが一番の問題

であると思う。こちらからそのような要望を出したにも関

わらず、これでいくというのが、所管課のお答えだという

ことである。もう一度、意見が出たことを伝えてもらえば

良いかと思うし、そういった意味では、すぐに教員の管理

職のパーセンテージは出ると思うから、そのあたりからし

っかりと目標を立ててほしいと思う。 

 

（堀越委員） 

 今年度はヒアリングに出席できなかったが、昨年度に出
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席したときの教育委員会の答えがこちらが求めているも

のと違っていた。男女共同参画についてお分かりになって

いないお答えだったので、それが２年続くということは大

変問題だと考える。 

 

（吉田委員） 

 校長への女性の昇進率だが、市役所の課長級職員の昇進

率と比較する必要があると思う。 

 

（宮嶋委員） 

 今の女性登用率のところで、私は、教育委員会の女性教

職員もそうだが、その上の、一般行政職の 11.2％について

も、これもこの場で、この目標でいいのかということもあ

った。結局、私もこの意見とパブコメで良いのかという意

見を上げたが、それに対する回答が、別の計画、「第２次

女性活躍推進プラン」と「子育ておもいやりプラン」に合

わせるためにこれは変えられないという答えだったが、と

いうことは、他の「第２次女性活躍推進プラン」や「子育

ておもいやりプラン」を作るときに変えればいいのかとい

うと、その時は、「第４次さいたま市男女共同参画のまち

づくりプラン」で 11.2％になっているので変えられないと

なる。すると、結局変えられないのではないかと思ってし

まうのだが、それであれば、意見を聞いても仕方がない項

目だったと思う。 

 先程、男女共同参画課については、100％という目標を

立て、そんなに高くなくても良いのではないかという話だ

ったが、他の課は逆に、達成できそうな目標を設定し、外

部評価のときに「できた」とするが、それで良いのかと思

う。計画とはそういうものなのか。確かに数値目標はそう

であり、課題を解決するために計画を作っているが、どう

も数値だけ一人歩きしている気がする。もう少し、各所管

課は計画を、男女共同参画をよりよくする道具にしてほし

い。計画を立てなくてはいけないからという感じではな

く。数値目標以外にも、こういう項目を入れたらというよ

うな意見を出したが、目標を達成するために嫌がる女性職

員を無理矢理肩たたきして上げるというやり方は取って
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ほしくない。どのようなやり方をするかということは計画

には入らないと思うが、この数値を達成するための具体的

な手段のところで、先程の女性教職員のところでもある

が、女性の先生は多くいるが、なぜ校長先生になるといな

くなるのかというところを解決して、一般行政職も似たよ

うな問題があり、労働環境的なものが大きいのかと思うの

で、プランの方には書き入れないとは思うが、課題を見つ

けて少しずつ良くしていって、その結果、目標の数値を達

成していくというところを是非お願いしたい。 

 

（田代会長） 

 他にいかがか。 

 

（南委員） 

 先程話が出た P.85 数値目標の No.19 の指標項目、「ワー

ク・ライフ・バランスの必要性を意識した受講生の割合」

というところが、「必要性」という文字がいらないのでは

ないかと思う。文章的に気になる。 

 もう一点あり、このまま印刷するとなると気になるの

が、先程数字の話が出た時に、数字の信憑性についてとい

う話が出たが、「新規」と「変更」という○がずれている。

部分的にずれていると数字も間違っているのではないか

と思ってしまう。よく見ると、上のところは「新規」が欠

けていて、下のところは「変更」が欠けている。左のスペ

ースが少し離れていたり、くっついていたりと、段々と気

になってきてしまう。 

 もう一点、数字が半角と全角が入り混じっているのが気

になる。機会があれば修正していただきたい。 

 

（田代会長） 

 それはよろしくお願いする。 

 

（事務局） 

 承知した。 
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（田代会長） 

 もう一点、飯島委員から出た最初のところだが、やっぱ

りＳＤＧｓは入らないといけないと思う。項目の中ですご

く関連する項目もあるため、是非入れていただければと思

う。それに向けての第４次プランにしないといけないと思

うのでよろしくお願いする。 

 

（事務局） 

 P.2 の「国際社会の動向」というところで合っているか。 

 

（田代会長） 

 そのとおりである。 

 他にいかがか。 

 

（鈴木委員） 

 資料１－３パブリック・コメントにおいて、先程宮嶋委

員も言っていたが、第２次女性活躍推進プラン、皆さんが

議論していた登用率のところについて言っていたと思う

が、これは女性活躍推進法という法律に基づく行動計画、

さいたま市役所は「第２次女性活躍推進プラン」という名

前が書いてあるが、これは、本当は数値目標を変えること

ができる。なのに、目標をすり合わせているから現行のま

までいくという答えを出していた。行動計画は変えること

ができるので、このコメントは好ましくない。 

 また、P.4 のハラスメント防止のところだが、パブリッ

ク・コメントの中で、「年１回の研修で防止体制と言える

のか」と。ハラスメント、今度パワハラも法律上明記され

るのではないか議論になっているが、年１回で、さいたま

市役所は職員１万４千人くらいいると思うが、年１回しか

実施しなければ、参加できる人も少ないと思う。何回かに

分けてもよいからハラスメントの研修を行っていただき

たいということをお願いしたい。「ご意見は、今度の施策

推進の際の参考とします」と書いてあり、結局変えないつ

もりかもしれないが、５年間変えないでやっていくという

姿勢はよろしくないと思う。 
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（田代会長） 

 なぜこのような意見があっても、「今度の施策推進の際

の参考とします」というだけで、このパブリック・コメン

トに対して直さない理由がないと思うがこの理由は何か。

市役所に対するハラスメントの防止体制だったら、１回の

防止の研修で全ての職員がしっかりと聞いているからと

いう理由なのか。 

 

（事務局） 

 研修は全員が一緒に受けるものではないと思うが、その

研修を受けた職員が自分の課に戻り、このような研修があ

ったと報告する体系になっているので、全員に行きわたる

という判断でいるところである。 

 

（鈴木委員） 

そのようなやり方がそもそもの問題であると思う。ハラ

スメントは部下から上司もあるが、大体は上司から部下に

対してである。そうなると、部下が上司に対してこういう

研修があったと説明しきれないと思う。毎日その人からハ

ラスメントを受けていては言えないと思う。やはり、年１

回では少ないと思う。 

 

（田代会長） 

 １回ではなくて、２回以上等の増やす目標にはならない

のか。 

 

（事務局） 

 所管課へ確認する。ハラスメントに関しては、段々世の

中も動いてきており、今後、市の中でも強化していこうと

いう動きになることも想定されるので、現状、このような

ことであったとしても、今度、回数を見直した等あれば年

次報告の中で報告していただく。数値目標を掲げているの

で、第４次プランについては、評価の体系については来年

度皆様に協議していただくようになると思うが、第３次プ

ランのベースでいくと数値目標も外部評価の対象になっ

てくるかと思うので、今は１回でという回答だったとして
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も、外部評価の時に実績報告に基づいて、そのような話を

させていただければと思う。 

 

（堀越委員） 

 大学でもハラスメントだけではなく研究費の使い方に

ついて、税金を使っているので、きちっと使いなさいとな

っている。研修を受けると、名簿のチェック、つまり、研

修にどのくらい参加をしたのかということがチェックさ

れる。ものによっては、パソコンでダウンロードして研修

を受けて、自分がわかっていないと次に進まないものがあ

り、自分がわかって終わると修了証が出てきて、しかるべ

き担当課へ持っていかないといけない等、実質的にどうす

るかということがすごく大事になってきている。管理する

ということではなくて、きちっと必要なことを身につけて

働くということが大事であり、もう少し実質的にやるとい

うことであれば、１回でもそれが実質的であればいい。そ

れが全員本当に受けられるということが、１回ではなくて

２回ではなければならないということなので、その辺につ

いてここにうまく書けていないのではないかと思う。実質

化するための事業内容を書いていただきたい。 

 

（鈴木委員） 

 やはり、１万４千人に対して、１回でその部署の人が部

署内に議事録等を渡すと言っているが、実際問題、さいた

ま市役所の職員がハラスメントを一原因として死亡して

裁判になっているという事例があることをさいたま市の

職員や所管課は知っていると思うため、強調して伝えた。

そのような事案があるので、是非ともそれを踏まえて実施

していただきたい。 

 

（田代会長） 

 最終的には 35 年度であるため、35 年度まで１回のみに

なっているのが市民も私たちも納得しにくい。そのため、

もう一度担当課にこの場で出た意見を伝えていただきた

い。 

 他にいかがか。用語集等も直していただいているので、
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皆様にも見ていただきたい。 

 

（鈴木委員） 

 P.90 の No.62 の目標値が「市立全 16」となっているが

誤植だと思う。現状値が「市立全 167 校」であり、数字が

間違っていると思うので修正をお願いしたい。 

 

（事務局） 

 承知した。 

 

（田代会長） 

 他に御意見等はあるか。 

 

（飯島委員） 

 P.94「（２）パブリック・コメント」の募集方法が「輸

送」となっているので、「郵送」に修正していただきたい。 

 

（事務局） 

 承知した。 

 

（田代会長） 

 それでは、ここで一旦、区切りとさせていただく。 

 

（事務局） 

 貴重なご意見ありがとうございました。只今の御意見等

を踏まえ、所管課と調整できるところは調整させていただ

き、修正を反映できるところは反映するとともに、委員の

皆様からいただいた意見については所管の方にお伝えす

る。今回いただいた意見の最終案はこれからまとめ、会長

に一任させていただき、修正案をご確認させていただくと

いうことでよろしいか。 

 

（委員） 

 異議なし。 
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（事務局） 

 修正案ができたら会長に御連絡させていただく。 

（田代会長） 

 前回の案のように、複数の委員と確認させていただくの

でよろしくお願いする。 

 続いて、協議事項②「（仮）さいたま市パートナーシッ

プ宣誓制度」について事務局より説明をお願いする。 

 

（事務局） 

「（仮）さいたま市パートナーシップ宣誓制度」について

説明 

 

（田代会長） 

 御質問・御意見等あるか。 

 

（飯島委員） 

 このような意見募集をすると、強い反対意見があるもの

だと思うが、なぜないのか。反対意見が届いてないのか。 

 以前、札幌市が同様の意見募集をしたところ、強い反対

意見が寄せられ、それに対して、とても丁寧に答えている

という番組をみた。丁寧に説明する中で、お互いに理解を

深めるというのがとてもよかった。 

 

（事務局） 

 こういった制度が、マスコミを通じて広まっているとい

うこともあるだろうし、札幌市は、政令市で初めて実施し

たので、相当な意見があったと聞いている。本市の１か月

前に、千葉市が同様の意見募集を行った。千葉市には 150

人ほどの意見が寄せられ、反対意見もかなりあった。 

さいたま市は、反対意見はなかったが、請願採択されたが、

議会の中での意見があまりない中で採択されたこと、性的

少数者の割合が請願文の中にあったが、その数字の信憑性

はいかがかという意見はあった。家族制度を壊すものだと

いうような意見は、たまたまかもしれないが、さいたま市

には無かった。 
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（２）報告事項 

①平成30年度外部評

価結果について 

②平成31年度外部評

価について 

 

 

 

 

 

 

 

 

（堀越委員） 

 ２つ意見がある。トランスジェンダーの問題について

は、「資料２－１」の「（仮称）さいたま市パートナーシ

ップ宣誓制度」の考え方の２概要の中の「同性パートナー

等」の「等」に含まれるのか。 

 同居については、私も同居のみというのは難しいと思

う。 

 

（事務局） 

 まず、「等」というのは、そのとおりである。 

 同居が原則であるが、転勤等それぞれの事情があると思

うので、そのあたりは柔軟に対応したい。 

 

（田代会長） 

 寄せられた意見については、それなりに反映されるもの

として理解してよいか。 

 

（事務局） 

 そのとおりである。 

 

（田代会長） 

 他に意見はあるか。 

 それでは、これで、協議事項を終了する。 

 続いて、（２）報告事項に入る。 

 ①「平成 30 年度外部評価の結果について」、②「平成

31 年度外部評価について」を続けて事務局から報告をお願

いする。 

 

（事務局） 

①「平成 30 年度外部評価結果について」報告 

②「平成 31 年度外部評価実施方法について」説明 

 平成 31 年度外部評価では、第３次男女共同参画のまち

づくりプランの最終年度である平成 30 年度実施事業が評

価対象なる。事業評価については、評価項目等について第

67 回（平成 30 年度第１回）協議会においても委員の皆様

からご意見をいただいているところではあるが、第３次プ
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③「ステキな男性写

真展」 

④「地域活動におけ

る男女共同参画の啓

発について」 

⑤「平成 30 年度さい

たま市男女共同参画

推進事業者表彰につ

いて」 

 

 

 

 

 

 

 

ランの事業評価については、平成 26 年度の協議会におい

て決定した従来どおりの方法で、委員の皆様による外部評

価を実施していきたい。 

 平成 31 年度以降の実施事業については、第４次男女共

同参画のまちづくりプランにおける評価を行うこととな

る。４次プランの評価方法については、来年度の協議会で

改めて協議させていただく。 

  

（田代会長） 

 結果と今後の予定も含めて、ご意見・ご質問があればお

願いしたい。 

 確認であるが、資料４－２の表の網掛けと〇がついてい

ないところが外部評価の対象となるということか。 

 

（事務局） 

 そのとおりである。 

 

（田代会長） 

 また、具体的な評価が始まったら、ご質問・ご意見があ

るかと思う。 

 それでは、報告事項「③ステキな男性写真展について」、

「④地域活動における男女共同参画の啓発について」、「⑤

平成 30 年度さいたま市男女共同参画推進事業者表彰につ

いて」を続けて事務局から報告をお願いする。 

 

（事務局） 

③「ステキな男性写真展」 

④「地域活動における男女共同参画の啓発について」 

⑤「平成 30 年度さいたま市男女共同参画推進事業者表彰

について」 報告 

（田代会長） 

 ご意見・ご質問等あればお願いしたい。 

 

（中邨委員） 

 資料７についての感想である。 

 広いさいたま市で、男女共同参画推進事業者の応募は２
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事業者のみとは、とても残念である。たくさんの事業者が

いるので、この事業を継続して実施されるのであれば、ど

ういう事業者が男女共同参画推進事業者なのかがわかり

にくかったのかもしれないし、周知方法の見直しを行い、

多くの事業者が応募する事業にしてほしい。 

 

（事務局） 

 今後は、中小企業と関わりのある部署に協力を依頼した

い。このような表彰に興味をもっている事業者はいるとい

う話を聞いたので、周知方法については、検討していきた

い。また、効果的な周知方法についての提案があれば、ご

教示いただきたい。 

 

（田代会長） 

 他の自治体でも同様の取組を実施しているが、応募がな

く、声掛けしているとのこともある。そもそも事業者表彰

に意味があるのかという意見も出るので、難しい問題であ

る。さいたま市も広いので、委員の方で何か良いアイデア

があったら、出していただきたい。 

  

（南委員） 

 昨年度、私の会社も表彰された。他の表彰に比べ、書類

もそこまでボリュームもなく、申請する方としては嬉しい

し、是非続けて頂きたいのだが、友人の経営者へ勧めると

きに、ネーミングが難しく、うまく伝わらないのかという

ところもあったので、もっと言いやすく、覚えやすいもの

にしたほうが良い。 

 

（吉田委員） 

 他の所管のものも含め、メリットを増やすほうが、応募

につながる。 

  

（飯島委員） 

 戻って申し訳ないが、まちづくりプランの年表をもう一

度確認してほしい。ＳＤＧｓについての記載がないのと、

最後のところで、政治分野についての男女共同参画の法律
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４ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

がないので、国のところに記載したほうが良い。全体的に

確認したほうが良い。 

 

（堀越委員） 

 写真展について、ケアメンを入れてと私が言ったと思う

が、普通に応募していたら来ない。例えば、地域包括支援

センターや介護者サロン等に募集をかける等、具体的にや

らないと集まらない。そのようなことも考えた方がよい。 

 

（吉田委員） 

 事業者表彰について、埼玉新聞に報道されたとあるの

で、これもメリットに１つになる。 

 

（事務局） 

 ステキな男性写真展については、第３次プランの中で５

年間実施したが、平成 30 年度で廃止する。報告事項にも

あるが、平成 29 年度から、地域活動のおける男女共同参

画の啓発や、事業者表彰を実施し始めた。また、さいたま

イクボス共同宣言を実施した事業者と連携した啓発も行

ており、今後、パートナーシップ制度の開始されることな

ど、相対的に考えて、今年度で終了とさせていただく。 

 

（田代会長） 

 他にご意見等はないか。 

 以上で、本日の議題等はすべて終了となる。進行を事務

局にお返しする。 

 

（事務局） 

 次第４ その他について説明。 

 平成 28 年３月に策定した第２次さいたま市ＤＶ防止基

本計画が、平成 32年度末に計画期間満了することに伴い、

平成 32 年度に第３次ＤＶ防止計画を策定する。計画策定

にあたり、平成 31 年度に協議会へ諮問答申させていただ

き、平成 32 年度に素案のパブリック・コメントを実施し、

第３次計画を策定公表していく。委員の皆様にはご協力い

ただきたい。 
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５ 閉会 

  

本日は長時間にわたり、感謝する。 

これをもって、協議会を閉会する。 

 

 


